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平成27年12月８日（火曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  生  田  勇  人 君     ７ 番  恩  道  正  博 君 

    １ 番  米  田  一  香 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  磯  貝  幸  博 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

    ３ 番  七  田  満  男 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ４ 番  太  田  臣  宣 君     11 番  中  川     達 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長  向   貴代治 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

町民福祉部担当部長 
（保険年金・福祉担当） 

島 田 睦 郎 君 

都 市 整 備 部 長  長 丸 一 平 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域振興担当） 

田 中   徹 君 

都市整備部担当部長 
兼 上 下 水 道 課 長  

長 田   学 君 

教育委員会教育部長 北 川 真由美 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

瀬 戸 博 行 君 

総 務 部 財 政 課 長  長谷川   徹 君 

総 務 部 税 務 課 長  若 林 優 治 君 

総務部税務担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長  

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長  

重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長  

上 島 恵 美 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

下 村 利 郎 君 

町民福祉部保険年金課 
保健センター担当課長 

出 嶋   剛 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長  

岩 本 昌 明 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長  

松 井 賢 志 君 

都 市 整 備 部 
地 域 振 興 課 長 

松 岡 裕 司 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長  

井 上 慎 一 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

浜 出 二 朗 君 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

田 中 義 勝 君 

教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長 
兼男女共同参画室長 

上 出   功 君 
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消防本部次長兼消防署長 水 野 博 幸 君 

  

  

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  中 宮 憲 司 君 

事 務 局 次 長 助 田 有 二 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第１号） 

  平成27年12月８日  午後１時00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第63号 平成27年度内灘町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第64号 平成27年度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第65号 平成27年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第66号 平成27年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第67号 平成27年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第68号 内灘町総合計画条例について 

  議案第69号 内灘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

        律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について 

  議案第70号 内灘町霊園条例について 

  議案第71号 内灘町税条例等の一部を改正する条例について 

  議案第72号 内灘町歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について 

  議案第73号 内灘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につい 

        て 

  議案第74号 内灘町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第75号 河北郡市広域事務組合規約の変更について 

  議案第76号 内灘町福祉センター（憩）の指定管理者の指定について 

  議案第77号 道の駅内灘サンセットパークの指定管理者の指定について 

  議案第78号 内灘町サッカー競技場の指定管理者の指定について 

  議案第79号 内灘町名誉町民の称号の贈呈につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午後１時00分開会 

○議長【生田勇人君】 皆さん、ご苦労さま

でございます。 

 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより平成27年第２回内灘町議会定例会を

再開し、直ちに12月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【生田勇人君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 12月会議の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定により、議長において、７番恩

道正博議員、８番北川悦子議員を指名いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【生田勇人君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。12月会議の審議期間は、

本日から12月17日までの10日間といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、12月会議の審議期間は、本日か

ら12月17日までの10日間と決定いたしました。 

 なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【生田勇人君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 12月会議に説明のため説明員として出席す

るよう地方自治法第121条の規定により要求

いたしたところ、説明のため出席をしている

者の職、氏名は、別紙説明員一覧表としてお

手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。 

 なお、生田秀治消防長から、病気療養中の

ため本日の会議を欠席する旨の届け出があり

ましたので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から平成27年８月分、９月

分及び10月分の例月出納検査並びに定期監査

結果の報告がありましたので、写しをお手元

に配付しておきましたから、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 日程第４、議案第63

号平成27年度内灘町一般会計補正予算（第４

号）から議案第79号内灘町名誉町民の称号の

贈呈につき同意を求めることについてまでの

17議案を一括して議題といたします。 

 なお、12月会議に提出された議案につきま

しては、お手元に配付してあります議事日程

第１号に記載のとおりでありますので、ご了

承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成27

年第２回内灘町議会定例会12月会議が開催さ

れるに当たり、本会議に提出しております議

案の提案理由並びにその概要についてご説明

申し上げます。議員各位並びに町民の皆様の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 初めに、くい打ち工事のデータ改ざん問題

についてでございます。 

 先般、横浜市のマンション傾斜問題が発端

となり、建築工事のくい打ちデータの改ざん

が行われていたことが明らかになりました。 

 この問題は、横浜市だけでなく北海道で発

注した公営住宅工事においてもデータの流用

が相次いで判明し、業界大手である旭化成建

材は、過去10年間に実施したくい打ち工事
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3,052件のうち360件でデータの改ざんがあっ

たことを公表いたしました。県内においても

特別養護老人ホームやＪＲ西日本の社員寮で

不正が確認されるなど、データの改ざん問題

は、現在、大きな社会問題となっております。 

 また、他企業においても同様の不正が発覚

し、国民の間に建築物の安全性に対する不安

と建設業界への不信感が広がっております。

国においては、建設業団体に対し、工事の適

正な執行と建築物の安全確保のための対応を

徹底するよう要請したとのことであります。 

 町の調査では、町内の公共施設などにおい

て問題となるような建物はございませんでし

た。今後、白帄台地区での小学校建設や福祉

センターほのぼの湯の改築整備など、大規模

な建設工事が計画されております。工事施工

に当たっては関係法令の遵守と施工管理の徹

底を強化し、適正で安心・安全な工事の進捗

管理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、地方創生についてでございます。 

 先般、本町におきまして内灘町人口ビジョ

ン及び内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定いたしました。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計に基

づきますと、本町の総人口は、45年後の西暦

2060年には約１万7,000人にまで減尐すると

見込まれています。 

 町では、これまで子育て支援や定住促進施

策などを重点的に取り組んできた結果、現状

では大きな人口減尐は見られておりません。

しかしながら、ゼロ歳から14歳までの年尐人

口や15歳から64歳までのいわゆる生産年齢人

口が減尐するとともに、高齢化の進展により

地域経済の縮小や町民の生活水準の低下など

への影響が懸念されるところでございます。 

 町といたしましては、子育て環境の充実に

よる定住促進及び合計特殊出生率の向上や健

康寿命の延伸のための各種施策に取り組むこ

とにより、2060年の目標人口を２万5,000人

に設定いたしました。 

 本町の総合戦略においては、目標人口の達

成に向け、「ひと・まち・海が輝き 笑顔あ

ふれる都市 うちなだ」を町の将来像として

掲げ、その実現に向け４つの基本目標を設定

いたしました。 

 基本目標の１点目は、「子どもを産み育て

やすい環境をつくり、地域への愛着を育む」

戦略でございます。 

 若者の結婚に向けた出会いの場の創出や、

妊娠、出産に対する不安軽減などへのサポー

ト体制の強化を図るとともに、医療費助成制

度などにより子育て世帯の負担軽減を図るな

ど、本町において安心して家庭を築くことが

できる環境整備に取り組んでまいります。 

 ２点目は、「まちの魅力を高め、定住・交

流人口を確保する」戦略でございます。 

 空き家バンク制度などによる住居の取得、

整備に対する支援のほか、空き家の有効活用

を図り、定住人口を確保してまいります。ま

た、地域内外の移動を支える公共交通環境の

充実を推進し、移住者などの受け入れ環境の

整備を図ってまいります。 

 ３点目は、「地域の交流を強化し、安全で

安心なくらしをつくる」戦略でございます。 

 町民の安全で安心な暮らしを確保するため、

公民館を拠点とした地域コミュニティの充実

を図り、防災、防犯体制の強化や生涯学習活

動を推進いたします。また、医療、福祉体制

の強化と健康づくりへの支援などを通した健

康寿命の延伸など、町民が元気に安心して暮

らせる環境の充実を図ってまいります。 

 ４点目は、「まちの活力を生み出し、雇用

につながる産業を育成する」戦略でございま

す。 

 新規産業や既存産業の育成などを行い「し

ごと」と「ひと」の好循環を図るほか、特産

品づくりや新たな商品開発などへの支援を行

うことで町の活力を創出してまいります。 

 私はこれまで、明るく元気な町、誰もが住

んでよかった、住みたいと実感できるまちづ
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くりを目指し、定住促進や子育て環境の充実

などに重点を置き、着実に各種施策に取り組

んでまいりました。今後は、さらなるスピー

ド感を持って、内灘再生の実現に向け、全庁

を挙げて総合戦略の推進を図ってまいります。 

 次に、ほのぼの湯についてでございます。 

 多くの町民の皆様にご利用いただいており

ます福祉センターほのぼの湯につきましては、

施設の老朽化などに伴い、現在、改築整備に

向けた基本設計に取り組んでいるところでご

ざいます。年内には基本設計が完了する見込

みであり、できるだけ早い時期に施設の概要

をお示ししたいと考えております。 

 町民の待望久しい福祉センターほのぼの湯

の改築に当たりましては、すばらしい眺望を

生かし町民の皆様の憩の場となるよう、平成

28年度の完成を目指してまいります。 

 次に、友好都市提携についてでございます。 

 去る10月15日、北海道猿払村において、内

灘町と猿払村との友好都市提携の調印式を行

いました。当日は役場職員総出での歓迎を受

け、深く感銘を受けたところでございます。 

 平成24年に猿払村職員が内灘町民夏まつり

に参加されたのを機に、職員の派遣や議会の

視察研修など相互交流が盛んとなり、今般、

生田議長にも同席いただき友好都市提携の調

印を締結してまいりました。 

 今後は、産業、教育、文化、スポーツなど

の分野において交流の拡大を図っていくとと

もに、内灘町、猿払村相互の特産物販売の事

業化に向けた協議を行うなど、両町村のさら

なる発展と繁栄を願い親交を深めてまいりた

いと考えております。 

 先月23日に内灘砂丘フェスティバル2015が

内灘町文化会館で行われ、町内外から約600

人が来場されました。 

 本年度は粟崎遊園の開園90周年を記念し、

元宝塚花組のトップスターで現在女優として

活躍中の純名里沙さんのコンサートのほか、

座談会、創作日本舞踊、お笑いライブの４部

構成の演出により、当時の粟崎遊園をほうふ

つとさせるような大変すばらしいものでござ

いました。 

 また、現在、内灘町歴史民俗資料館におい

て、戦前に「北陸の宝塚」とうたわれた粟崎

遊園の企画展を開催しております。ことし復

元されよみがえった粟崎遊園本館大浴場タイ

ルの孔雀絵などを初め、大正、昭和初期のポ

スターや雑誌など多数の資料が展示されてお

ります。町の文化に触れ合う貴重な体験とな

りますので、ぜひ町民の皆様を初め多くの

方々にご観覧いただきたいと考えております。 

 師走を迎え寒い日が続きますが、議員の皆

様におかれましては、ご自愛いただき、輝か

しい新年をお迎えになられますよう、心から

ご祈念申し上げます。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第63号 平成27年度内灘町一般会計補

正予算（第４号）につきましては、歳入歳出

それぞれ3,306万8,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ94億8,600万円とする

ほか、地方債の補正及び繰越明許費をあわせ

て計上するものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、総務費

関係では、防災対策の強化を図るため、平成

27年度と28年度の２カ年で、既存の大根布公

民館を新たに地域防災センターとして改築整

備いたします。今回の補正予算では、平成27

年度分の事業費として実施設計費及び解体工

事費などを計上いたしました。 

 民生費関係では、障害者福祉サービスの利

用者数の増加に伴う障害者自立支援給付費な

どの増額補正のほか、介護保険制度の低所得

者対策に係る町の法定負担額などを計上いた

しました。 

 衛生費関係では、がん検診の受診率増加に

伴う健康診査委託料などの増額補正を計上い

たしました。 

 土木費関係では、国の補助内示に伴い、道
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路新設改良事業費及び消雪施設整備事業費に

ついて減額補正を計上いたしました。 

 教育費関係では、中学校の部活動における

大会出場補助金のほか、通学バス運行委託費

などの増額補正を計上いたしました。また、

大根布公民館を新たに地域防災センターとし

て改築整備するため、既存施設の耐震補強工

事費及び改修工事費などの減額補正を計上い

たしました。 

 歳入に係る主なものといたしましては、消

費の伸びに反映した地方消費税交付金の増額

補正のほか、保育所運営費及び障害者自立支

援給付費に対する国及び県の負担金のほか、

地方創生先行型の上乗せ交付分に対する増額

補正を計上いたしました。また、国の補助内

示の減額に伴い、道路新設改良事業費などに

係る社会資本整備総合交付金及び地方債の減

額補正を計上いたしました。 

 議案第64号 平成27年度内灘町公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、国の補助内示に伴う管渠
きょ

長寿命化更新

事業費などの減額のほか、地方債の変更など、

所要の補正でございます。 

 議案第65号 平成27年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして

は、一般被保険者の療養給付費など保険給付

費の増額及び介護納付金の確定などに伴う所

要の補正でございます。 

 議案第66号 平成27年度内灘町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、保険料軽減分に係る保険基盤安定負担

金の確定などに伴う所要の補正でございます。 

 議案第67号 平成27年度内灘町介護保険特

別会計補正予算（第２号）につきましては、

平成26年度の保険給付費などの精算に伴う国、

県への返還金など、所要の補正でございます。 

 議案第68号 内灘町総合計画条例につきま

しては、内灘町総合計画における基本構想の

策定などについて、議会の議決事項として条

例で定めるものでございます。 

 議案第69号 内灘町行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例につきましては、番

号法の施行に伴い、町で保有する特定個人情

報について利用範囲などを条例で定めるもの

でございます。 

 議案第70号 内灘町霊園条例につきまして

は、合葬式墓地の設置に伴い、条例を全部改

正するものでございます。 

 議案第71号 内灘町税条例等の一部を改正

する条例につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律の施行に伴い、町税の徴収・

換価猶予制度を定めるなど、所要の改正でご

ざいます。 

 議案第72号 内灘町歴史民俗資料館条例の

一部を改正する条例につきましては、内灘町

歴史民俗資料館の休館日を第１火曜日から毎

週火曜日に変更する改正でございます。 

 議案第73号 内灘町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例に

つきましては、租税条約等の実施に伴う特例

法の改正による施行期日の改正でございます。 

 議案第74号 内灘町介護保険条例の一部を

改正する条例につきましては、介護保険法の

一部改正に伴い、介護予防・日常生活支援総

合事業などの実施期日に経過措置を設けるな

ど、所要の改正でございます。 

 議案第75号 河北郡市広域事務組合規約の

変更につきましては、河北郡市会館跡地の売

却などに伴う規約の改正でございます。 

 議案第76号 内灘町福祉センター（憩）の

指定管理者の指定につきましては、１年間、

一般財団法人内灘町公共施設管理公社を指定

管理者として指定するため、議会の議決を求

めるものでございます。 

 議案第77号 道の駅内灘サンセットパーク

の指定管理者の指定につきましては、３年間、

株式会社五郎島農園を指定管理者として指定

するため、議会の議決を求めるものでござい
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ます。 

 議案第78号 内灘町サッカー競技場の指定

管理者の指定につきましては、１年間、一般

財団法人内灘町公共施設管理公社を指定管理

者として指定するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

 議案第79号 内灘町名誉町民の称号の贈呈

につき同意を求めることにつきましては、元

内灘町長の岩本秀雄氏へ内灘町名誉町民とし

ての称号を贈呈するため、内灘町名誉町民条

例第２条の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。 

 以上、今回提出いたしました議案について

の提案理由並びにその概要でございます。何

とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご決議

を賜りますようお願い申し上げまして、私の

説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明が終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【生田勇人君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。あす９日は、議案調査

のため、休会といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、あす９日は休会とすることに決

定をいたしました。 

 次回の本会議は10日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑並びに町政に対する一般

質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時26分散会 


